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ア 災害拠点病院とは 

 国の基準に基づいて道により指定された、災害時でも診療機能を維持できるよう施

設や設備が強化され、傷病者の受入れおよび搬出体制を備えた病院のことです。ＤＭ

ＡＴと密接に連携し、地域への支援機能も有しています。 

 札幌市内では、以下の５つの病院が指定されています。 

イ 災害時基幹病院とは 

 市により指定された、災害時に搬送されてくる傷病者に対し、可能な限り受け入れを

行い、必要な医療を提供できる病院です。 

 以下の１２の病院が指定されています。 

（２）医療救護班の活動 

ア 活動目標 

〇札幌市内の災害拠点病院 

・ 札幌医科大学附属病院（中央区） ※基幹災害拠点病院 

・ 市立札幌病院（中央区） 

・ 北海道大学病院（北区） 

・ 国立病院機構北海道医療センター（西区） 

・ 手稲渓仁会病院（手稲区） 

〇札幌市災害時基幹病院 

・ 札幌医科大学附属病院（中央区） 

・ 市立札幌病院（中央区） 

・ ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院（中央区） 

・ ＮＴＴ東日本札幌病院（中央区） 

・ 北海道大学病院（北区） 

・ 勤医協中央病院（東区） 

・ 札幌東徳洲会病院（東区） 

・ 国立病院機構北海道がんセンター（白石区） 

・ 地域医療機能推進機構札幌北辰病院（厚別区） 

・ 地域医療機能推進機構北海道病院（豊平区） 

・ 国立病院機構北海道医療センター（西区） 

・ 手稲渓仁会病院（手稲区） 
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 建物の損壊やライフラインの制限、医療従事者の不足、多数の傷病者の殺到により、

診療が困難となった医療機関に対し診療支援を行うことで医療を継続させます。 

イ 具体的な活動 

① 指揮系統の確立と連携 

 支援先の医療機関に到着したら、医療救護班はまず病院の災害対策本部に出向き、

責任者とコンタクトをとります。支援ニーズを聴取し医療救護班が行う活動を決定し

ます。チームの構成人数（や資機材）の情報を伝達します。 

 医療救護班は支援先の病院の指示に従い、活動します。 

② 期待される役割 

 診療支援が必要なような医療機関において、医療救護班は以下のような役割を求め

られることが想定されます。 

・ トリアージ 

・ 外来診療 

・ 病棟支援 

・ 病院避難の調整、搬送班 

③ 情報の発信 

 診療が困難であることを、支援先の医療機関がＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報シ

ステム）に入力できていなかった場合、医療救護班はＥＭＩＳに被害情報などを代行

入力するか、派遣元の本部に情報を伝達し、ＥＭＩＳへの情報入力を試みます。 

（３）医療機関における診療支援活動で注意すること 

 医療機関への診療支援では、これまでの災害においても、支援者が期待するような

活動が付与されないことがあることを理解しておくことが必要です。支援者は救命医

療などで活躍することを求めがちですが、実際に必要なニーズは入院患者のベッド移

動のみのこともあります。被災した医療機関の医療従事者を支援することも患者の命

を守ることにつながります。 

第４章 医療救護班の平時の備え 

１ 出動体制の確立 

 迅速で円滑な出動のためには、平時から持ち出しする医療資機材や医薬品、移動手

段を検討しておくことが望まれます。また、出動のシミュレーションを行っておくこ
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とも有効です。 

２ 技能の継続的な維持（研修と訓練） 

 災害対応に２つと同じものはなく、医療救護班の実活動時には多くの困難な対応を

余儀なくされます。さらに災害対応の技能をon the jobで獲得することは困難で、平

時から継続的に技能を獲得しておき、維持することが必要です。 

 札幌地域でも災害医療に関連した研修が行われていますので、これに積極的に参加

することが有効です。 
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 資料１ 

日本 DMAT の派遣要請基準 

（日本 DMAT 活動要領） 

被災地域の都道府県は、以下の基準に基づき、管下の統括ＤＭＡＴ登録者等の意見を聴い

て、必要に応じて速やかにＤＭＡＴの派遣要請を行う。 

① 震度６弱の地震又は死者数が２人以上 50 人未満若しくは傷病者数が 20 名以上見込ま

れる災害の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

② 震度６強の地震又は死者数が 50 人以上 100 人未満見込まれる災害の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関並びに被災地域の都道府県に隣接する都道府県 及び被災地

域の都道府県が属する地方ブロックに属する都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

③ 震度７の地震又は死者数が 100 人以上見込まれる災害の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関並びに被災地域の都道府県に隣接する都道府県、 被災地域

の都道府県が属する地方ブロックに属する都道府県及び被災地域の都道府県が属する地方

ブロックに隣接する地方ブロックに属する都道府県に対して ＤＭＡＴの派遣を要請 

④ 南海トラフ地震（東海地震、東南海・南海地震を含む）又は首都直下型地震の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関及び全国の都道府県に対してＤＭＡＴの派を要請 
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